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午前１０時００分 開議

○議長（小比類巻雅彦君） おはようござい

ます。

出席議員は定足数に達しておりますので、

会議は成立いたします。

それでは、３日目の本会議を開きます。

本日の議事は、お手元に配付しております

議事日程第３号をもって進めます。

─────────────────

◎日程第１ 市政に対する一般質問

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第１ 昨日

に引き続き、市政に対する一般質問を行いま

す。

５番瀬崎雅弘議員の登壇を願います。

○５番（瀬崎雅弘君） おはようございま

す。

みさわ未来の瀬崎雅弘が、通告に従いまし

て一般質問させていただきます。

最初に、防災問題について伺います。

平成２３年３月１１日１４時４６分、三陸

沖を震源とするマグニチュード９.０の地震

が発生し、この地震・津波により三沢市では

２名のとうとい命が失われるとともに、その

被害は、漁業、農業関連を中心に約７８億円

に上り、住家についても、全壊住家１９棟を

含む７５棟が甚大な被害を受けたことは、皆

様の記憶にはまだ新しいものとして残ってい

るものと思います。この震災からはや３年半

が経過しました。

震災時においては、種市市長の適切な判断

による速やかな被災者支援や、三沢漁港等の

被害復旧の実施により、すばらしいスピード

で復旧したものと考えています。

また、現在建設中の三沢市漁民研修施設等

が完成すれば、漁港関係の復旧は完了だと思

います。これは、平成２３年１２月に策定さ

れた三沢市復興計画に基づき、着実に復興計

画を推進されているものと思います。

この三沢市復興計画は、平成２３年度から

平成２４年度の約２年間を復旧期、平成２５

年度から平成２９年度の５年間を復興期と定

めており、この復興計画では、四つの基本方

針として、市民生活の再建、産業と経済の復

興、災害に強い都市基盤づくり、そして、防

災体制の強化を掲げ、それぞれの基本方針ご

とに各種事業を推進され、現在は、その復興

期の２年目に当たります。

また、平成２５年３月には、平成２４年度

津波避難計画や津波ハザードマップの作成、

さらには、ことしの３月に三沢市地域防災計

画の見直しが実施され、災害に強いまちづく

りのための防災体制の強化等、着実に三沢市

は復興しているものと思います。

そこで、三沢市復興計画で検討事項とされ

たうち、次の２点について伺います。

１点目は、広報体制の強化のためのＦＭに

よる災害時の情報提供について伺います。

これは、平成２３年三沢市議会第３回定例

会で私が一般質問した内容です。当時の副市

長は、地域のＦＭ局が震災に対して非常に有

効であるが、ただ、ふだん、これをどのよう

に運用していくかを含め、検討していかなけ

ればならなく、市としてどのように対応する

か、今後、検討していくと答弁されました。

そこで、広報体制の強化のためのＦＭによ

る災害時の情報提供について、現在までの検

討状況について伺います。

２点目は、海水浴場の利用者の避難先とし

ての津波避難ビル等の設置について伺いま

す。

これは、平成２４年度津波避難計画で津波

避難ビル等の設置要件については、場所、高

さ、面積等を検討されていますが、津波避難

ビル等の設置について、市としての考えを伺

います。

次に、福祉問題について伺います。

障害者を取り巻く制度や環境は、近年、大

きく変化し、中でも大きな制度改正の一つと

して、平成１８年４月に施行された障害者自

立支援法があります。その後、平成２５年４

月に、障害者自立支援法を障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法

律、いわゆる障害者総合支援法となりまし

た。
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また、平成２４年１０月には、障害者虐待

防止法が制定されました。その目的は、「障

害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するも

のであり、障害者の自立及び社会参加にとっ

て障害者に対する虐待を防止することが極め

て重要であること等に鑑み、障害者に対する

虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受け

た障害者に対する保護及び自立の支援のため

の措置、養護者に対する支援のための措置等

を定めることにより、障害者虐待の防止、養

護者に対する支援等に関する施策を促進し、

もって障害者の権利利益の擁護に資すること

を目的とする」とされています。

この法律のもとでは、擁護者、施設等の職

員、職場の利用者による虐待の発見者に対す

る通報を義務づけ、通報を受けた自治体、関

係機関の安全確認や保護、施設や事務所へ指

導が行われることとなっています。

このため、市町村、都道府県の部局に、ま

たは施設に、障害者虐待対応の窓口等となる

市町村障害者虐待防止センター、都道府県障

害者権利擁護センターを設置し、相談、援

助、地域での虐待防止、通報の窓口としての

機能を果たせることとなっております。

先般、新聞に平成２５年度における障害者

の虐待等に関する記事が掲載されました。そ

の内容は、厚生労働省の集計によると、職場

で雇い主や上司から虐待を受けた障害者は、

平成２５年の１年間で３９３人、虐待があっ

た事務所は２５３事務所と記載されていまし

た。

虐待を受けた３９３人の内訳は、複数の障

害がある人も含みますが、知的障害者が２９

２人、身体障害者が５７人、精神障害者が５

６人、発達障害者４人となっています。

虐待の種別では、賃金の未払いや最低賃金

を下回る金額しか払わない、経済的虐待が３

４５人、暴言や差別等、差別的言動などの心

理的虐待が４７人、身体虐待が２７人、性的

虐待が７人、放置等が５人となっています。

また、虐待された本人や虐待に気づいた家

族、同僚からの通報、届け出の対象となった

障害者は９９８人で、労働局が事務所に是正

指導や助言を行ったのは３８９件となってい

ると記載されていました。

これらのことを踏まえ、次のことについて

伺います。

１点目は、障害者虐待防止法によると、市

町村に障害者虐待対応の窓口となる市町村障

害者虐待防止センターを設置し、相談や通報

などの受け付けや虐待の早期発見の取り組み

となっておりますが、三沢市の取り組みにつ

いて伺います。

２点目は、障害者虐待防止センターが設置

された以降の障害者虐待に関する相談等の利

用状況と、その対応について伺います。

以上で、私の一般質問を終わります。

○議長（小比類巻雅彦君） ただいまの質問

に対する当局の答弁を求めます。

市長。

○市長（種市一正君） おはようございま

す。

ただいまの瀬崎議員御質問の防災問題の第

２点目、津波避難ビル等の設置については私

から、その他につきましては副市長及び政策

財政部長からお答えをさせますので、御了承

願いたいと存じます。

津波避難ビル等の設置でありますが、三沢

市では震災後、復旧・復興を着実に推進する

ために、平成２３年１２月に三沢市復興計画

を策定いたしました。

この計画の中では、漁港内に働く人や釣り

人、ビードルビーチの海水浴客など、漁港内

に滞在する人々が津波から円滑に避難できる

よう、避難タワーの建設についても調査、検

討を行うこととしており、津波避難対策の一

つとして、避難ビル等の設置も含め、総合的

に判断する必要があるものと認識しておりま

した。

その後、平成２５年３月には、津波避難に

特化した行動計画であります三沢市津波避難

計画を策定し、その中で、設置場所や規模、

規格等について、具体的な検討を行いまし

た。その結果、設置される場所の津波の想定
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の高さが１２メートルから１５メートルにも

わたるため、地上４階建て以上の高さが必要

なことや、想定避難者数から推計して、その

必要面積が５,７００平方メートルの大規模

な施設になるという結果となりました。

一方、当市沿岸部における津波の到達時間

は、第１波到達までに４０分程度の時間がか

かるとされておりまして、この時間があれ

ば、ビードルビーチから避難目標地点まで徒

歩での避難が可能であることから、津波の襲

来するおそれのある場所にとどまるよりも、

むしろ速やかに海岸から離れた高台へ移転す

るほうが危険性が少ないと判断し、当市とい

たしましては、津波避難ビル等は設置せず、

津波避難ビル等によらない避難対策として、

誘導看板の設置等によりまして、海沿いから

の避難経路の周知徹底を行う方向で津波避難

対策事業を進めてまいりたいと考えていま

す。

私からは、以上であります。

○議長（小比類巻雅彦君） 政策財政部長。

○政策財政部長（中西敬悦君） 防災問題の

第１点目、ＦＭによる災害時の情報提供につ

いての検討状況についてお答えいたします。

三沢市復興委員会において、災害時におけ

る、より確実な情報伝達方法として、コミュ

ニティＦＭの設立や、停電時にもマックテレ

ビの放送が見られる方策として、エリアワン

セグについても検討する必要があるものと

し、これらの取り組みについて、平成２３年

１２月に策定いたしました三沢市復興計画へ

盛り込んだものであります。

御質問のコミュニティＦＭ放送につきまし

ては、地域内の出来事や音楽番組などに関す

る情報を受信できるほか、災害時には、防災

行政無線の補助的伝達手段として、防災情

報、災害情報等を提供できるなど、安全で安

心なまちづくりに貢献できるものと認識して

おります。

しかしながら、一方で、事業免許を取得で

きるのは、民間会社または第三セクターに限

られていることから、その運営形態に対する

問題、さらには、放送機器、設備費などの初

期投資額及び運営管理費に多額の費用を要す

ることなどを総合的に勘案、検討した結果、

市といたしましては、現時点では行政主導に

よるコミュニティＦＭの導入は困難であると

判断しておりますが、今後、民間会社による

自主放送が計画された場合は、開局に向けた

支援について検討してまいりたいと考えてお

ります。

いずれにいたしましても、市民の生命、財

産を守るため、既存設備である防災行政無

線、防災メール、フェイスブック、さらには

マックテレビ及び平成２５年３月に新たに整

備、開局したマックテレビのエリアワンセグ

放送などのあらゆる情報伝達手段を効果的に

組み合わせ、迅速かつ正確な情報提供に最大

限努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（小比類巻雅彦君） 副市長。

○副市長（米田光一郎君） 福祉問題の第１

点目、市町村障害者虐待防止センターに関す

る三沢市の取り組みについてお答えいたしま

す。

議員さんおっしゃるとおり、障害者の自立

及び社会参加にとって、障害者に対する虐待

を防止することは極めて重要であり、このこ

とに鑑みまして、平成２４年１０月１日に障

害者虐待防止法が施行されました。

この法律の中で、障害者虐待防止センター

が行う業務としては、虐待の通報、届け出を

受理することや、障害者の保護のため、障害

者及び養護者に対し、相談、指導、助言を行

うこと、障害者虐待防止に関する広報、啓発

等がございます。

当市におきましては、障害者虐待防止セン

ターを家庭福祉課に設置しておりますが、同

法の規定により、これらの業務の全部または

一部を相談支援事業者に対し委託することが

認められておりますことから、通報の受理、

緊急対応等を当市堀口にございます社会福祉

法人楽晴会の療育・障害者相談支援センター

ボイスに業務委託しております。
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なお、当該事業所では、厚生労働大臣が定

める資格を有する相談支援専門員４名が、虐

待の通報、届け出の受理、相談、指導、助言

等を２４時間対応できるような体制をとって

ございます。

次に、福祉問題の２点目、三沢市障害者虐

待防止センターの利用状況と、その対応につ

いてお答えいたします。

平成２４年１０月の法律施行後からこれま

で、当センターに対する虐待通報及び本人か

らの訴えは４件ございました。通報と関係機

関から入手した情報を、家庭福祉課職員及び

委託先である相談支援センター職員により、

通報内容の事実確認等を調査、検証いたしま

したところ、そのいずれにおいても、明らか

な虐待の事実は認められませんでした。

今後におきましても、通報、届け出に対し

ましては、即時に対応できるような体制を維

持し、障害者の虐待防止に努めてまいりたい

と考えております。

以上でございます。

○議長（小比類巻雅彦君） ５番瀬崎議員。

○５番（瀬崎雅弘君） 答弁ありがとうござ

いました。

何点か順番に再質問させていただきます。

まず、防災問題について、１点目のＦＭ局

の情報提供というのは、実施しないという答

弁でありましたが、それで、災害時の情報提

供は、エリアワンセグでの情報提供を考えて

いると、そういう手段を講じているというこ

とでありますけれども、ただ、お年寄りの方

は、ワンセグ機能を持つスマートフォンとか

携帯電話等を所持されている方は少ないと思

います。

また、先般の震災時は、約２日間停電した

という状況でありました。ワンセグ放送を見

たいと思っても、携帯電話とかはすぐバッテ

リーの充電が必要になって、使えなくなりま

す。停電だと充電ができないという。幾らワ

ンセグ放送で情報提供の放送をしても、見る

側が受信できないという状況であれば、結果

として情報を得られないというふうに思いま

す。

答弁で、ＦＭ局の運用面等、解決すべき問

題がたくさんあるということで、設置しない

ということですが、ワンセグ放送は、設置場

所から約５００メートルの範囲でしか受信で

きない。その範囲以外の方の情報提供はどう

するのか、また、災害時の停電対策はどのよ

うな手段を考えておられるのかと、そういう

ことが必要だと思いますけれども、その点を

再質問します。

また、先ほど一般の放送があればというこ

とでございましたけれども、米軍基地の中に

米軍放送・ＡＦＮがあるのですけれども、こ

の活用というのは、ＦＭ局の開局に当たって

の点について検討されたかどうか、伺いま

す。

２点目の避難ビルの設置についてでありま

すけれども、市長のほうから、市としては設

置しないと言われました。私もこれは必要な

いと思います。市長が答弁されたとおり、三

沢市の沿岸に津波が来るのは、地震発生から

４２分から５０分と。

２年前に総務文教常任委員会で三重県の大

紀町にある津波避難タワー、これを視察しま

した。この地域は、地震発生から津波が来る

まで５分しかないというところで、すぐ逃げ

る必要かあると。近くに高台とか避難タワー

とか、たくさんありまして、速やかに逃げる

体制をつくっています。

しかし、三沢市の場合は、避難できる時間

的余裕があると思いますが、必要なのは避難

経路の設置だと思います。

先般のみさわ港まつりで多くの方が花火を

見に来られました。その際、帰る際の車の渋

滞、約１時間近くかかったと聞いておりま

す。実際、あのときに津波が起こった場合、

多大な被害が出るかと思います。

津波避難計画では、徒歩による検討でもっ

て避難経路が必要とするように検討されてい

ますが、ぜひとも、実際に８月３１日にやっ

たときの、何もないときの駐車場にとまった

車の誘導を訓練とみなして、速やかに出すと
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いうような訓練も必要かと思うのですけれど

も、その点について、どう考えているか伺い

ます。

それと、福祉問題についてですけれども、

これまで相談件数が４件ということでありま

した。これについては、現場を調査したとこ

ろ、虐待の状況は認められなかったという話

でありますけれども、この４件が多いのか少

ないのかということに関しては、何とも言え

ませんが、多分少ないかと思います。

私がある方から伺った事例がありますが、

それは約１０年間、福祉的就労で頑張ってき

た障害を持つ方が、三沢市内の食堂の経営者

からの要望で、一般雇用として市内の食堂に

就職しました。その経営者は、社会貢献がし

たい。障害者をたくさん雇って、将来は惣菜

屋を開き、障害者を持つ親御さんを少しでも

楽にしてあげたいと、うれしい話をしたそう

です。

しかしながら、その経営者は、障害者雇用

ははじめてなので、親御さんは、まず実習か

らとお願いしたそうですが、その経営者は、

実習からだと甘えるので、最初から正規雇用

して育てていきたいと。さらには、給料は、

一般雇用なので、まずは最低賃金で、昼食は

賄い食を食べさせ、昼食代はいただかないと

言ったそうです。

仕事の内容は、昼食の一番混む時間の洗い

物専門で、交通は公共バスを利用していまし

た。親御さんは、障害者を雇うのは大変であ

ることから、障害等級を書いた資料を事前に

経営者に渡すとともに、仕事の手順書を作成

したそうです。

ところが、この経営者は、口だけで、最初

の給料はたったの５,０００円。おかしいと

思った親御さんは、経営者に聞いたところ、

障害者には５,０００円払えばいいのでしょ

う。普通に仕事もできないのに最低賃金は払

えないと言ったそうです。

また、この経営者は、障害者に対しどなっ

たり、お客さんの前で恥をかかせる等、暴言

を吐いていたそうです。

障害を持つ方は、自立のため一生懸命頑

張っているのに、このような雇用者がいる

と、これまでの努力が無駄となり、障害者は

情緒不安定となってしまうと思います。

障害者に対する暴力、いじめ、虐待等は、

健常者より４倍から１０倍多いと推測されて

います。市として、障害者虐待防止センター

を設置していますが、もっと広く市民の皆様

に障害者に対する暴力、いじめ、虐待等に関

する相談窓口等を周知することが必要と思わ

れます。

また、気楽に相談できる体制づくりが必要

と思いますが、その点に関しまして再質問い

たします。

○議長（小比類巻雅彦君） 答弁願います。

総務部長。

○総務部長（佐々木卓也君） それでは、瀬

崎議員の再質問にお答えしたいと思います。

まず、防災対策の関係で、お年寄りの関係

ですとか、あと、停電対策だとか、その辺を

含めましてお答え申し上げたいと思います。

まず、先ほど政策財政部長のほうから答弁

ございましたように、当市では、災害時にお

ける住民への情報伝達手段として、防災行政

無線をはじめ、防災メール、エリアメール、

ホームページ、ケーブルテレビなど、多様な

情報伝達用機器やシステムを導入して、現在

も運用しております。

しかし、比較的災害に強いと言われるＦＭ

放送は導入していないことから、今後、さら

に住民の方々に情報が伝わりやすくするた

め、また、復旧・復興期における安心感を提

供するためにも、ＦＭ放送の必要性は高いも

のと認識しております。

そのような中、先般、青森県がＮＨＫのグ

ループ会社と災害時における臨時災害放送局

開設の支援等に関する協定を締結したことか

ら、災害時には、市町村から要請すれば、臨

時災害ＦＭ局開設に必要な機材の調達・設置

や、無線従事者等技術者の派遣等の支援を受

けることができるようになりました。

この協定により、市みずからが無線資格者
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を確保する必要なく、また、放送用機器・機

材の購入費がかからないといった、この協定

のメリットを生かし、今後、必要が生じた際

には、災害ＦＭ局を臨時に開設するなどの対

応も含め、住民への情報伝達体制の充実強化

について、引き続き検討してまいりたいと考

えております。

それから、米軍のラジオ、ＡＦＮを活用で

きないのか、検討しないのか、したのか、そ

の辺のところなのですけれども、ＡＦＮは、

基本的に基地在住の軍人・軍属とその家族向

けに、ラジオを通して情報を提供しているも

のであることや、日本の電波法の適用対象外

となっていることなどから、その利用関係に

つきましては困難であるものと考えておりま

すが、情報伝達手段の一つとなり得るかどう

か、今後、さらに調査してみたいと考えてお

ります。

私からは、以上でございます。

○議長（小比類巻雅彦君） 経済部長。

○経済部長（大澤裕彦君） みさわ港まつり

の際の花火大会等のときの車での避難の訓練

等を考慮したらどうかという再質問にお答え

いたします。

みさわ港まつりの際は、ことしはトータル

で５万５,０００人いらっしゃいました。一

番混む花火大会の最大人数でございますが、

２万６,０００人と想定しております。２万

６,０００人の方が歩いて避難される場合の

時間は４１分というシミュレーションを行っ

ております。

それで、先日の港まつりの際もそうです

が、大体１時間置きに、車での避難はしない

でください、必ず徒歩で避難してくださいと

いうことで、津波があった際は、一切車を使

わずに徒歩での避難をお願いしますというこ

とで、１時間置きにスピーカーで放送をかけ

ておりますし、要所要所のところには避難路

を図面で設けております。

それで、港の南側と北側に舗装路がありま

すが、そのほかに真ん中に、未舗装でござい

ますが、６メーターの道路があります。その

３本の道路を使って徒歩で避難してください

ということに、当日も放送をかけて周知して

おりますが、これからも、港まつり以外のと

きでも、必ず徒歩で避難してくださいという

ことで、徒歩での避難を呼びかけ、これから

も市民の方や、お祭りにいらっしゃる方に、

周知に努めてまいりたいというふうに考えて

おります。

以上でございます。

○議長（小比類巻雅彦君） 副市長。

○副市長（米田光一郎君） 三沢市障害者虐

待防止センターの周知についてお答え申し上

げます。

この周知につきましては、平成２４年１１

月号の広報みさわに、障害者虐待防止セン

ター開設のお知らせを掲載し、さらに、平成

２５年４月号には、業務の一部を委託し、２

４時間体制で受け付け業務を行っている旨の

紹介記事を掲載したところでございます。

また、市民の方々や、はじめて障害者手帳

を取得した方向けに、障害者福祉サービスの

内容を紹介した障害者のしおりを作成してお

りますが、そのしおりにも、虐待相談に関す

る連絡先等を掲載しております。

まだまだ周知が必要と思いますので、今後

はホームページ等においても、当センターの

紹介記事を掲載するとともに、市民に対する

障害者関係のイベント等において、パンフ

レットを配布するなどしてＰＲに努め、さら

には、防止センターの調査、検証の精度の向

上にも努めてまいりたいと考えております。

以上であります。

○議長（小比類巻雅彦君） ５番瀬崎議員。

○５番（瀬崎雅弘君） 再々質問させていた

だきます。

港まつりの際の避難の話なのですけれど

も、今、南北に舗装された道路があって、真

ん中に未舗装のがございます。私は、そこは

いいと思うのですけれども、それから先の話

です。やっぱり１カ所に集中して避難するよ

うな格好になっていますよね。同じところか

ら出ていくようなところで、さらに西へ西へ
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というふうな避難道路を設置すれば、さらに

早く避難できるかと思うのですけれども、そ

ういう考えはないかどうか、再々質問させて

いただきます。

あと、障害者のセンターの周知、これはよ

ろしくお願いしたいと思うのですけれども、

市として、障害者が働いている場所というの

を把握されているかどうか。もし把握されて

いるのであれば、巡回で働いているところを

見に行くとかという話はないのかどうか。も

しそういう考えがなければ、そういうことを

検討されて、そういうところで実態を見ると

いうのも一つの手と思うのですけれども、そ

れについて再々質問したいと思います。よろ

しくお願いします。

○議長（小比類巻雅彦君） 答弁願います。

経済部長。

○経済部長（大澤裕彦君） 御質問をもう一

度確認したいのですが、３３８号線より西側

の避難道という意味でございますでしょう

か。（「今、南北にありますよね。北のほう

は県道があってすぐ逃げられますけれども、

南のほうはとまっていますよね。そこにつけ

れば、一斉にそこで同じ方向に逃げられると

思うのですけれども」と呼ぶ者あり）

再々質問にお答えします。

３３８号よりも西側への道路の検討は、３

３８号線まで避難できれば、ある程度の津波

から逃れられるというような仮定に立ってい

ますので、現在のところ、３３８号よりも西

側への避難道については検討していないとこ

ろでございます。

以上でございます。

○議長（小比類巻雅彦君） 健康福祉部長。

○健康福祉部長（小泉富男君） 福祉問題の

再々質問にお答えいたします。

市として、障害者の働いている場所の把握

ということでございます。

一般就労については、把握し切れていない

部分がございます。職親を使っている方、こ

れについては把握しております。

それから、巡回することについてでござい

ますが、巡回まではまだ実施しておりません

ので、今後、検討してまいりたいと思いま

す。

以上でございます。

○議長（小比類巻雅彦君） 以上で、５番瀬

崎雅弘議員の質問を終わります。

これをもって、一般質問を終わります。

─────────────────

◎日程第 ２ 認定第 １号から

日程第３４ 議案第７２号まで

○議長（小比類巻雅彦君） 次に、日程第２

認定第１号から日程第３４ 議案第７２号

までを一括議題といたします。

─────────────────

◎日程第３５ 議案質疑

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第３５ た

だいま一括議題といたしました全議案に対

し、議案質疑を行います。

なお、通告がありますので、発言を許しま

す。

１６番山本彌一議員。

○１６番（山本彌一君） ただいま議長のお

許しをいただきましたので、認定第１号平成

２５年度三沢市一般会計歳入歳出決算認定に

ついて議案質疑をさせていただきます。

質疑の趣旨は、財政の弾力性を示す経常収

支比率が前年度より悪化し、硬直化を招いて

います。このままでは、本市の活力性が問わ

れ、地方公共団体の本来の目的が失われるこ

とになり、速やかな財政構造の改善を問うも

のであります。

本市の平成２５年度の一般会計歳入歳出決

算を見ますと、歳入総額２１１億８,８４４

万２,２６４円に対し、歳出総額２０６億２,

０４５万７,５９３円となり、歳入から歳出

を差し引いた形式収支額が５億６,７９８万

４,７０１円で、実質収支額は４億２,１１７

万７,０２６円の黒字決算となりました。

これを踏まえ、市長は、平成２５年度三沢

市一般会計予算の執行に当たり、厳しい財政

状況のもと、「人とまち みんなで創る 国

際文化都市」実現のため、経費の節減と合理
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化を図り、各施策を最小経費で最大効果が上

がるよう、財政運営の健全化に努めた結果だ

と、その成果を強調しています。

しかし、本市の財政構造の弾力性をあらわ

す経常収支比率は９０.５％であり、前年度

に比較して１ポイント高くなりました。

ますます複雑多様化する行政需要を、今

後、大幅な税収の増加が見込めない状況の中

で、目指さなければならない今日の自治体本

来の目的を果たすための効率的財政運営が強

く求められています。

地方公共団体の決算は、一定の計画に従っ

て適正に執行され、所期の効果が上げれてい

るか、最終的に評価することを目的としてお

ります。

健全な財政運営を見るための指標として、

形式収支と実質収支、そして単年度収支があ

ります。さらに、財政構造の弾力性が確保さ

れているかを見るための指標として、公債費

比率と経常収支比率があります。

よって、決算内容からこれらの指標で財政

運営の適否が判断され、行財政のあり方の反

省検討材料として、将来の行財政計画や財務

活動にフィードバックされる機能を働かせる

べきであります。

本市は、公債費等の義務的経費の圧力に

よって経常収支比率が９０.５％と高く、市

民の福祉向上への新しい財政重要の対応等に

対する投資的事業費に影響を与えかねませ

ん。このまま改善が図られず推移するなら

ば、貴重な納税者の財源が内部管理的経費に

消費されて、地方公共団体の本来の目的が失

われるおそれがあります。速やかに健全財政

を樹立するため、財政構造の改善に努力する

ことを期待するものであります。

なぜならば、地方公共団体の決算の機能

は、過去の実績を明らかにし、分析と評価を

行うことにより、将来の行政活動に資するこ

とにあるからであります。

財政に弾力性があるか否かの指標に、経常

的一般財源に対する経常的経費の比率を求め

て判断します。よく、財政硬直化指数とか、

財政弾力指数とか言われております。一般的

にこの比率は、市では７５から８０％が標準

指数だと言われております。本市の平成２５

年度決算による経常収支比率は９０.５％

で、前年度に比較して１ポイント高い指数

で、硬直化してきております。

よって、経常的経費の大幅な削減を目指

し、健全財政に努めなければ、住民に対する

信託を失います。公共団体の財政は、単年度

に限らず、行政需要が存続する限り永遠に続

くものであります。

したがいまして、内部管理費を極力圧縮し

て、住民福祉のために投資的経費をいかに捻

出するかが重要な鍵で、そこに財政運営の苦

労があります。

そこで、平成２５年度一般会計決算は、実

質収支額が４億２,１１７万７,０２６円の黒

字とはなっているが、だが、財政の弾力性を

示す経常収支比率が高く、硬直化してきてお

ります。

市長は、この決算の現状の財政事情をどう

認識をされ、健全財政へ向け、その指導力を

発揮し、具体的にいかにして実行に取り組む

のか、答弁を求めるものであります。

以上で、私の認定第１号平成２５年度一般

会計歳入歳出決算認定についての議案質疑を

終わります。

○議長（小比類巻雅彦君） ただいまの議案

質疑に対する当局の答弁を求めます。

市長。

○市長（種市一正君） ただいまの山本議員

御質問の財政の硬直化に対する取り組みにつ

いてお答えをいたします。

経常収支比率は、御承知のとおり、経常的

収入に対する経常的経費の割合でありまし

て、その数値が少ないほど財政に余裕がある

と言われておりますが、国の三位一体の改革

によって地方交付税が減額されたことにより

まして、全国の自治体で、この数値の悪化を

招いているわけであります。

このことに対して、当市では、行財政改革

に積極的に取り組み、経費の節減等に努めた
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結果、経常収支比率もここ数年は９０％以内

で推移しており、青森県内１０市において

も、ほとんどの自治体が９０％前後で推移し

ておるわけでありますが、こうした中におい

て、当市の平成２５年度予算及び決算の概要

を御説明申し上げますと、経常的収入につい

ては、地方交付税や地方税などが前年度と比

較して約１億円の減収となりましたが、その

他の財源確保に努めた結果、減収額を約３,

０００万円まで圧縮したところであります。

経常的経費につきましても、人件費や公債

費等で前年度に比較して約１億３,０００万

円の減額となり、その結果、経常比率は前年

度並みに、もしくは、若干の改善ができる見

込みでありました。

しかしながら、冬期間の降雪が例年より多

く、除雪業務委託料が増となったこと。ま

た、年度途中におきまして、電気料金の値上

げに伴う光熱費の増など、やむを得ない事情

によりまして、今回、この経常収支比率が前

年度より上昇したものであります。

こうした決算の結果によりまして、算定さ

れました経常収支比率から当市の財政に余裕

がないものと判断されておりますが、これを

補うため、財政調整のための基金を造成して

おります。

当市の財政規模では１０億円程度が妥当と

言われております中、現時点では約４０億円

ほどの基金残高を確保しております。これ

は、不測の事態に備えるという本来の目的の

ほかに、いわゆる地方交付税等の減額に対応

しながら経常的収入の不足を補うものであり

ます。

経常収支比率の改善には、さらなる一般財

源の確保や、あるいは経常的経費の節減が必

要となるところでありますが、過剰な経費の

節減によりまして、市民サービスの低下を招

くことがあってはならないとも考えておりま

す。

今後においても地方交付税等の大幅な増収

などが見込まれない中、経常収支比率の改善

は容易ではありませんが、市民サービスとの

バランスを考慮しながら、さらなる一般財源

の確保や、あるいは経常的経費の節減、特に

物件費の精査に努力し、健全な財政運営に努

めてまいりたいと考えております。

私からは、以上であります。よろしくお願

いします。

○議長（小比類巻雅彦君） １６番山本議

員。

○１６番（山本彌一君） それでは、答弁い

ただきましたけれども、さまざま努力した結

果、それでもなお特別な除雪費、あるいは電

気料金の値上げ、光熱費で、経常収支比率が

改善できなかったという努力は認めますけれ

ども、問題は、決算は当初の予測に対する執

行結果を確定し、財務上の責任を明確にする

ものであります。

しかし、公共団体の決算の機能は、過去の

実績を明らかにし、分析及び評価を行うこと

により、将来の行政活動に資することにある

が、現金主義がとられているために、企業会

計における発生主義会計に比較して遅いとい

う欠陥があります。出納業務等もありますの

で、難しい面もあろうかと思いますが、現金

主義のメカニズムは、ややもすれば、決算が

他の財務活動から離れたものとして捉えら

れ、フィードバックという面が忘却され、財

務の執行と決算の間に格差、断層が生じるお

それがあります。

市長は、この問題に対し、先ほど物品費や

人件費の削減等を考えて、改善に臨むという

ことではありますが、今申し上げました、今

後どのようにして、迅速な決算結果を踏まえ

て、財務構造の把握に努め、意思決定に役立

てるか、再度答弁を求めるものであります。

○議長（小比類巻雅彦君） 答弁願います。

市長。

○市長（種市一正君） 再質問にお答えをい

たします。

質問の要旨がちょっとわかりにくかったの

でありますが、具体的にどういうことをする

かということだとは思いますが、それでよろ

しゅうございますか。（発言する者あり）
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まず、歳入についてでございますが、市税

については、収納率の向上に努めるととも

に、さらに増収を図るため、若年層を中心と

した定住化促進事業とか、あるいは雇用促進

事業等に力を注いでまいりたい、このように

考えてございます。

また、地方交付税の財源確保や基地交付金

等の算定見直しについて、国に対して強く要

請してまいりたい、このようにも思っており

ます。

それから、財産収入等、自主財源確保に努

めたいとも考えております。

次に、御指摘の歳出についてでございます

が、人件費については、職員の定員適正化計

画などによりまして見直しを実施しているわ

けでありますが、今後もこれを継続してまい

りたい、このように思っております。

それから、扶助費については、少子高齢化

に伴う各種事業の重要性が高いことから、削

減は非常に難しいということでありますが、

事業内容について個別に精査してまいりた

い、このようにも思っております。

それから、大きい物件費については、市民

サービスに直結する予算が多いために、経費

節減は慎重に行わなければなりませんが、各

事業ごとの必要性、あるいは重要性、緊急性

などを考慮しながら、常に見直しを行いなが

ら節減に努めてまいりたい、このように思っ

ています。

その他の経費につきましては、行財政改革

等の効果によりまして経費節減が進んでおり

ますので、今後もこれを継続しながら健全財

政を目指してまいりたいと、このように思っ

ております。

以上であります。

○議長（小比類巻雅彦君） 以上で、議案質

疑を終結します。

─────────────────

◎日程第３６ 特別委員会の設置及

び議案の付託

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第３６ 特

別委員会の設置及び議案の付託を行います。

お諮りします。

ただいま一括議題となっております議案の

審査に当たりましては、１６名をもって構成

する決算審査特別委員会、８名をもって構成

する予算審査特別委員会、８名をもって構成

する条例等審査特別委員会をそれぞれ設置

し、これに付託の上、慎重に行いたいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。

よって、決算審査特別委員会、定数１６

名、予算審査特別委員会、定数８名、条例等

審査特別委員会、定数８名をそれぞれ設置

し、これに付託することに決しました。

それでは、議案の付託を行います。

決算審査特別委員会には、認定第１号から

認定第９号までの９件を、予算審査特別委員

会には、議案第４９号から議案第５５号まで

の７件を、条例等審査特別委員会には、議案

第５６号から議案第７２号までの１７件を、

それぞれ付託します。

─────────────────

◎日程第３７ 特別委員会委員の選

任

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第３７ 特

別委員会委員の選任を行います。

ただいま設置されました３特別委員会の委

員の選任については、委員会条例第８条第１

項の規定により、お手元に配付しております

特別委員会委員及び付託議案一覧表のとおり

指名します。

なお、特別委員会の委員の方々は、本日散

会後、委員長、副委員長をそれぞれ互選し

て、議長まで報告願います。

また、ただいま設置されました各特別委員

会の組織会は、はじめに、決算審査特別委員

会を大会議室において、引き続き、予算審査

特別委員会は大会議室、条例等審査特別委員

会は第２会議室において、それぞれ願いま

す。

─────────────────
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○議長（小比類巻雅彦君） 以上で、本日の

日程は終了しました。

なお、明日から１８日までは、特別委員会

審査等のため、本会議は休会となります。

次回本会議は、１９日午前１０時から会議

を開きます。

本日は、これをもって散会します。

午前１１時０２分 散会


